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　届出は建築物の解体工事ですか

建築物の解体

その他の工作物に関する工事（土木工事等）

作成　酒田市建設部建築課
　　　　平成１９年１１月２０日
　　　　平成２１年　１月　９日一部修正
　　　　平成２１年　６月１８日一部修正
　　　　令和 元年　６月２５日一部修正

　＊　関係法令条文　：　建設リサイクル法（正式名称：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）　第１０条、第４６条、
　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第８条、建築基準法第６条第１項、建築基準法施行令第１９条、第１１５条の３
　＊　都市計画区域は酒田市のホームページ（トップページの「道路・公園・都市計画・住まい」から入る）で確認することができます。
　＊　酒田市のホームページアドレス　：　http://www.city.sakata.lg.jp/
　＊　このフロー記載の法律、政令及び山形県告示は、それぞれ次のホームページで閲覧することができます。
　　　国の「電子政府の総合窓口」の法令検索（http://www.e-gov.go.jp/）
　　　及び山形県の「条例、規則等」（http://www.pref.yamagata.jp/）

  次の区域内ですか　　（松山総合支所及び平田総合支所管内の一部の区域）

　字蔵小路、字元新屋敷、字稲荷沢、字新町、字真学寺沢、字総光寺
沢、字南町、字片町、字北町、字西田、字肴町、字新屋敷、字本町、字荒
町、字南新屋敷、字内町、字仲町、字金谷及び字山田
　山寺字欠之上、山寺字小出池ノ尻、山寺字笹山、山寺字宅地、山寺字
見初沢及び山寺字弁財
　竹田字猿田及び竹田字清水下
　砂越緑町、楢橋（新山地区を除く。）、飛鳥及び砂越
　（建築基準法第６条第１項第４号の規定による市町村の区域で県知事が指定する区域
（平成８年６月11日山形県告示第652号））

　都市計画区域内ですか　　（酒田市には、酒田都市計画と八幡都市計画があります。）

 届出先は山形県です
　山形県庄内総合支庁建設部建築課
　建築指導担当
　電話　0235-66-5641～5643

 届出先は酒田市です
 酒田市建設部建築課　確認審査係　電話　0234-26-5749

No

規模の基準

８０㎡

５００㎡

１億円

５００万円

　木造以外の建築物で次のいずれかに該当しますか
　階数が２以上
　延べ面積が２００㎡を超えるもの

　次の特殊建築物で、その用途に供する部分の面積が２００㎡を超えますか

　劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
　病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る。）、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、
寄宿舎
　児童福祉施設等
　学校、体育館
　博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習
場
　百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、
遊技場
　公衆浴場、待合、飲食店、物品販売業を営む店舗
　倉庫
　自動車車庫、自動車修理工場
　映画スタジオ、テレビスタジオ
　（児童福祉施設等とは、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設（補助具製作施設及び視聴覚障害者情
報提供施設を除く。）、保護施設（医療保護施設を除く。）、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム又は母子保健
施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移行支
援又は就労継続支援を行う事業に限る。）の用に供する施設又は障害者自立支援法附則第４１条第１項、第４８条若しくは
第５８条第１項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同法附則第４１条第１項に規定する身体
障害者更正援護施設、同法附則第４８条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第５８条第１項に規定する
知的障害者援護施設をいう。）

　木造の建築物で次のいずれかに該当しますか

　階数が３以上
　延べ面積が５００㎡を超えるもの
　高さが１３ｍを超えるもの
　軒の高さが９ｍを超えるもの

 ス タ ー ト
下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等の届出が必要

酒田市における建設リサイクル法による届出先判別フロー

工事の種類

建築物の新築・増築

建築物の修繕・模様替（リフォーム等）


